
書式第 17号 (法第 55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項を記載した書類

法人名 特定非営利活動法人 消費者機構日本 事 業 年 度 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

受取会費 2,935,000円

(正会員受取会費) (2,760,000 FE〕 )

(協力会員受取会費) (175,000円 )

受取寄付金 9,584,000円

(賛助会員受取会費) (9,500,000円 )

(受取寄付金) (84,000円 )

受取助成金 11,846,500円

(消費生活相談機能強化促進等補助金) (11,296,500円 )

(消費者スマイル基金助成金) (550,000円 )

事業収益 1,959,487円

(消費者庁受託事業収入) (1,959,487円 )

その他収益 432,942円

諸謝金 (会議出席謝金 執筆謝金 講演謝金) (406,156円 )

雑収入 (受取利息) (26,786円 )

△
ロ 計 26,757,929円

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

な し

借 入 先 金    額

東京:都 (ワンメッセープ被害回復訴訟裁判手続資金 控訴。上告。第2回分) 1,370,000円

円

△
ロ 計 1,370,000円

(3)その他



2 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

(1)収益の生ずる取引の上位5者

(2)費用の生ずる取引の上位5者

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 弓1 内 容 等

11,296,500円
消費生活相談機能強化促進等

補助金

1,959,487円 消費者被害の実態調査受託

1,200,000円 2023年度団体正会員会費

1,000,000円 2023年度賛助会員会費

1,000,000円 2023年度賛助会員会費

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 弓1 内 容 等

 6,997,610円

印刷代、ソフト代、消費者庁補助事

業 (ホームページ改修作業 。オフィ

ス ドキュメントシステム設計 。
)

 2,518,504円

被害回復訴訟 成功報酬、(簡易確

定手続き)、 会議出席謝金 書面起

案 。諭点整理謝金・消費者庁受託事

業 。消費者庁補助事業

 
2,392,500円

ホームページメンテナンス代、ホー

ムページリニューアル作業代

 
 

 
2,359,264円

被害回復訴訟 成功報酬 。(簡易確

定手続き)、 会議出席謝金、消費者

庁受託事業

 
 

 
2,248,724円

被害回復訴訟 成功報酬 。(簡易確

定手続き)、 会議出席謝金、論点整

理謝金、消費者庁補助事業



(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取 引先の氏名等
法人との

関  係
譲 渡 資 産 の 内 容

渡

日月

譲

年
譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

取 引 先 の 氏 名 等
法人との

関  係
貸付 資産の内容

付

日月

貸

年
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

な し 円

円

円

円

円

取 引 先 の 氏 名 等
法人との

関  係
役務の提供の内容

役務の提

供年月日
対 価 の 額 そ の他 の 取 引 条 件 等

*別紙参照 * 円

円

円

円

円

円

円



3 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が

20万 円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 役員等に対する報酬又は給与の状況 [⑤イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(口 を除く。)

口 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額 ]

役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれ

らの者と特殊の関係にある者 (注 1)(以下「役員等」という。)に対する報酬又は給与の支給について

記載してください。

(注 1)「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係にある者」とは次の者が該当します。

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族

② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しく

は三親等以内の親族」から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

④ ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者

イ 役員 に対する 又は給与の支給の状況 (口 を く。)

氏    名 職 名
法人との関係

(注 2)

報酬 。給与の

区    分
支 給 期 間 等 支 給 金 額

 報酬
日

日令和 5年 4
令和 6年 3

■
■

０
０

月

月
132,000円

”
ヨ

日
耳

■■

●
０

月

月

４

３

年

年

ＦＯ

ａ０

和
和

令
令

2,426,442円 報酬

(注 2)注 1の①～④の内容を具体的に記述します。



口 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額

集 計 期 間 令和 5年 4月 1日  ～ 令和 6年 3月 31日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

1人 2,113,308円

/



5 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

6 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び

にその実施 日]

支 出 先 の 名 称 等 住    所    等 支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

実  施  日 使 途 金   額

なし。 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



法人名 特定非営利活動法人 消費者機構日本 チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に齢 していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②
・ :C)

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

④÷①

① ② ③ ④ ⑤

①
令和 5年 4月 1日～

令和 6年 3月 311日 27人 0人 0% 5人 18.5%

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

③ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

C主 1)

C主 2)

各欄の人数等は、第3表付表1 日役員の閃兄1から転記してくださしヽ

③及びЭについては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を配載してくださしヽ

ロ

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条。51条。58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表) 制 鋤

健菫¬ロ

・ 認定基準等チェック表 (第 3コ |よ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても配載及び添

付する必要があります.その場合、上記口の働 必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たって:よ 法第55条第1項 :こ基づく書類 (役員報酬規程等提出口Dに記載した事項について、

添付を省略することができます.

ノ

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

Q」塵当菫製旦生(X里塑、_』菫菫国里唖図望聾菫壼塑髪_』□璽□国□墜E墨塁1ヱロEL≦≦」塁塾L

項 目 ③ . ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい

回図

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行っている

回ヨ

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有。□ 有 。無 有 。無 有・無 有 。無 有 。無 有・無

第 3表 (次葉)

CI主意事0
認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

「認定|1基準等チェック 3

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないもの力ヽ これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、1認定を受けることはできません。

注 意 事 項記 載 要 領項    目

区分欄の「0～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の)閃知 を記載して、日①」、日②」

及び R④」の各欄に該当する人数を転記します。

イの各欄

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

|よ 「定款 (又は会貝D第○条に『各正会員の表決権は、

とする』と規定」のように記載します。平等なもの

口の各欄

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「はい」

1二_」C」__した」駐全1に」」」菫:査]塾:壁l置[重:添

付し工ください。

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

ている」の「l型 」ヽに「o」

した盪飩こは、第3表付表2「帳簿組

織の塾週上二記聾國鞄立二笠塾
い。

じて行つ

該当する一方を 日○」で囲みます。

なお、「④」から「①りについては、イに記載する各期

間 (「④」から「①」)を示したものです。

ハの各欄

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、【D」 から 口①」について|よ イに記載する各期

間 (5④」から「①」)を示したものです。

二の各欄



書式第 8号 (法第44条・51条。58条関係)

役 員 の 状 況

中山 弘子 理事

第 3表付表 1

平成 28年 6月 14日 就任

(会長)
○

法人名 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

5人 人 人 人 人 人 人

菅波 睦子 理事

(理事長)

平成 30年 6月 4日就任

○

佐々木幸孝 理事

(副理事長)

平成 17年 2月 18日 就任

○

永沢裕美子

 

理事

(副理事長)

令和 2年 6月 就任
○

村 千鶴子 理事

(副理事長)

令和 4年 6月 14日 就任
○

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

氏   名 住  所 職名 続柄等
③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

就任・退任

年月日

板谷 伸彦 理事

(専務理事)

令和 3年 6月 11日就任

○

岩田 修 理事 平成 22年 5月 26日 就任
○

浦郷 由季

 

理事 平成 29年 6月 5日 就任

令和 5年 6月 13日 退任
○

大谷 聖子 理事 平成 22年 5月 26日 就任
○

郷野智砂子 理事 令和 5年 6月 13日就任

○

大富 直輝
 

理事
○

平成 17年 2月 18日就任

吉備 幸絵
 

理事
○

令和 4年 6月 14日就任

小浦 道子 理事
○

平成 29年 6月 5日 就任

鈴木 敦士 理事
○

令和 4年 6月 14日就任



瀬戸 和宏 理事 平成 18年 5月 31日就任
0

長田 三紀

 

理事 平成 17年 2月 18日 就任
○

中野 和子 理事 平成 21年 9月 30日就任
○

橋本 康正 理事 令和 2年 6月 4日 就任
0

平野 裕之 理事 令和 4年 6月 14日 就任
○

福長 恵子 理事 平成 28年 6月 14日
○

宮城 朗 平成 24年 6月 2日
○

本木 時久 理事 令和 4年 6月 14日 就任

○

森 哲也  理事 令和 4年 6月 14日 就任
○

唯根 妙子 理事 平成 20年 5月 29日 就任
○

大木 茂敬 監事 令和 4年 6月 14日 就任
○

上山 精一 監事 令和 2年 6月 4日 就任

令和 5年 6月 13日 退任○

五味 孝幸 監事 令和 5年 6月 13日就任
○

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人 消費者機構日本

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

現金出納帳 会計ソフト (会計王)

2穴ファイル

発生日ごと 7年

総勘定元帳 会計ソフト (会計王)

2穴ファイル

発生日ごと 7年

給与台帳 エクセル使用 月 1回 7年

書式第9号 (法第44条。51条・58.条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第 3表付表2

(記鞭要領)

。 「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「入金伝票日、「出金伝票」、「振圏囲剛、:預金出納帳」、「総勘定元帳」などのように記載します。
。 「左の帳簿等の形態」欄は、「単票し、リレーズリーフ」、晴ぼ

「
帳簿」などのように記載します。

。 「記帳の時期」欄は、印自時」、「毎日」、「二週間ごと」のように記載します。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たってIよ 法第 55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した内容に変更

|よ 添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人 γ肖費者機構日本 チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準|●壼合していること

イ 宗教活動又は]賞舗舌動等を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の春:略:を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と

当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であ

ること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

ロ

項 目 ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動
有。① 有 ・ 無 有 。無 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 。無

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動
有・① 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無 有 。無 有 。無 有 。無

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者又

は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

する活動

有。① 有 ・ 無 有 ・ 無

項 目 ④ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申請時

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

の有無

有。① 有。無 有。無 有。無 有・無 有・無 有。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

有。① 有。無 有。無 有・無 有・無 有・無 有。無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無
有。① 有・無 有。無 有 。無 有・無 有 。無 有 。無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有。① 有・無 有・無 有・無 有。無 有・無 有・無

書式第10号 (法第44条。51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表) (初葉)

∝:意事0
。 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、曙旋基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項につい

て、改めて記載する必要はありません。

ノ



書式第 13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事項)

・認定基準等チェンク表第 5表は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添

付する必要があります。

・認定の有効期間の更新の申請に当たっては、添付の必要はありません。

法人名 響報酬レらう:|うらレ)なたみИtん 4衣″
1年

0孝 チェック欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれ

をその事務所において閲覧させること
ノ

イ 特定非営利活動促進法第 28条 に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等 (個人の住所又は

居所に係る記載の部分を除いたもの)

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他

一定の事項等を記載した書類

へ 助成の実績を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細則 (社内規則)等がある場合には、その細則 (社内規則)等を添付してください。

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人

以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれら

の者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法

人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況

a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (bに係る部分を除く。)

b 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

´ヽ 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 特定非営利活動法人 消費者機構日本

認定基準等チェック表  (第 6表)

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第28条に規定す

◎ ①④ ⑤ ◎ ①

有 。 無 有 ・ 無有 。 無 有 0無 有 。 無有 。 無

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

∝意1申0
。 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出□Dの提出時に当たって|ム :認定基準等チェック表 (第 6表及び第8:鋤

は、1己載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たって!ム 認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記軸の必要はありません。また、法第

55条第1項に基づ<書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事項について、改めて記載する必要はありません。

7 法令又|“去令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

ノ

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 石動 は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬開程等提出■壽Dの提出時に記載及

び添付する必要があります。

④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 。① 有 ・ 無 有 。 無 有 。 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。 無

8 申請書を提出した日.を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し

ていること

チェック欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人 消費者機構日本 チェック欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人
は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り
た場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの

回 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しく閻鵬去2“条等餞1)若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
二 暴力国の構成員等 住2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等|こ違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

定、」コ堕壁墾聾田距望産誼墨盤塁望塑璧國凶國望量|■1墨」駐抵塑鐘劃塾艶堕壁」コ璧塾主」国囲置1堕菫上豊10■上1並|び

_!二 1:!::1llttilillli!!:illil][!!:i:::!:11:::::墨 :LI【 ::!!|:lli:IE::::!!:I:」 [i」壁i::!1:!|〕 _1::):::::11::」 :1生::::::!立!::::i塵il111:!」 !!!!::li:::1:::』國塾1[!!|!lili[1:::::!囲 lillli:`!I)と :11::」 :!`:!!l:l!`L::::::」」::::!::]:_Ll_1:」 ::::主)。

5 1国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該認定

特定非営利活動法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有。①

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から

5年を経過しない者の有無
有。①

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第 204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受

けることがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有。①

暴力団の構成員等の有無 有・Q

しヽはい９

″ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

lllr)'6ら
０ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
は い

。

耐
誦

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上聾生l⊆螢う亜整|コ1愛1星1輩1皇艶望:墨1型l盤1塁1塾塑1堕1壺堕延盟整

_」童塾2_4=L:塑 :型!に墜]壁:」:道歴!輩:奥!目:翅:二」国i堅理]笠」壁塾:≧」:塑:ヨ:盪:量:型:2:」:目:日≧:週[菫塁

`塾`菫

:聾匡:坦豊:≧]壺」日二重ヱ曇こ_と___

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

Ittrr.( えヽｒ
Ｄ 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

′
０ 次のいずれかに該当する法人

暴力団 Itr,t.6V?)
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 はい。CD



* *EtJffi* *

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

下 は 4 1日 ～ 31日

取引先の
氏名等

法人と
の関係

役務の
提供年月日

対価の額 役務提供の内容等
(※会議名のみ記載はその会議への出席謝金の意)

4月 18日 556 ,( 11 )巨

4月 26日 4,454 ,1
晏
尺 寸チーム (7)

5月 16日 556 (12)

6月 8日 4,454
ａ

， 彗1:貪討チーム (8)

7月 4日 556 彗1回理事会
7月 12日 4,454 目選定会
7月 28日 4,454 寸チーム(

9月 4日 4,454

9月 5日 556
色

コ『2回理E 雪́ ヽ
キ

=
9月 25日 4,454 差止言 t委員会C
10月 5日 556 理

雪△
千
==

10月 11日 4,454

11月 9日 556 ４

， ヨ:

11月 15日 4,454 ミ選定会
12月 5日 556 晨

０ ヨ〕

12月 11日 4,454
色

ヨ

1月 23日 556
色

ヨ 『
,Zゝ

ヤ

=
2月 6日 4,454

●
ヨ 52回 チ ー

3月 5日 556 雪`ヘ●

=
3月 7日 4,454 計チーム(

3月 19日 11.000 3/7 i』 ビ|

4月 10日 4,454 団会議
4月 18日 556 色

ヨ ;{111)[

4月 19日 4,454 JAEXAE 旱案打ち合わせ
4月 21日 4,454 JAEXA詈 旱案打ち合ラつせ

5月 8日 4,454
力

■ 9)

5月 10日 4,454 差止 | 8)

5月 16日 556 (12)

5月 23日 4,454 いン エ 絆護団準
■4ト
|==

6月 20日 4,454 「, こ委員会C
6月 21日 4,454 エ 絆護団準 議会議
6月 26日 4,454 市

民

6月 29日 4,454 エ 1会議
1月 27日 4,454

力

■ 6)

7月 4日 556
色

” 51回理層F△ヤ:=ミ

8月 29日 4,454 質:

8月 30日 4,454 ‥

‘
「

'

t委員会C
9月 5日 556 ;2 ヨI

9月 25日 4,454 ヨl t委員会(
9月 27日 11,000 1委員会(
10月 5日 556 第3回理E F.Zゝ

ヤ

=
10月 25日 11,000

力

■ :調査②)

10月 30日 33,000 被害情報検討アドバイザー謝金 (エスアイヘリシス)

11月 1日 4,454

11月 1日 22,000 面 ルー`

11月 9日 556
●
Ｊ ;4回理層

11月 13日 33,000 被害情報検討アドバイザー謝金 (レイライングループ)

11月 27日 11,000
力
¶拠; 旱回 | 買委員会C 調査③)

11月 28日 4.454 iラ t委員会C
12月 5日 556

色
ヨ

Ｅ
０ ヨ〕

12月 25日 159,500 i: 11

12月 25日 11,000 li 11 ヒ悪i 勧誘事案対応謝
1月 9日 11.000 実 態 査④ )

1月 15日 4,454 t委員会C
1月 23日 556

●
ヨ :6回理電

1月 30日 7,780 』: :期 日① 3た通i

2月 19日 4.454 l層 1委員会C
2月 21日 4,454

■

鬱華ヨ魔

[纏 ]弁

i爾

:2回

ヨi可葉

ヨE墜
り
こ

:|

ビ|

■重]要

手[目].4 蓄ヨ署穫
講 I覗

言回 :

巨壽:署lF芸

董ヨ署1弁

jllL::: Fヨ≡摯



取引先の
氏名等

法人と
の関係

役務の
提供年月日

対価の額 役務提供の内容等
(※会議名のみ記載はその会議への出席謝金の意)

2月 27日 4,454 ス 工ヽ J 弁

2月 28日 4,454

3月 5日 556
3月 22日 4,454

3月 26日 4.454 :lL言 :求コ

4月 14日

1月 27日

8月 29日

3月 5日

38,427

4,454

2,200,000

556

順天堂被害回復訴訟 実費立替金
被害回復委員会 (6)

順天堂被害回復訴訟成功報酬
第7回理事会

4月 18日 556 ,1 )回〕

5月 8日 4,454
力
「

Ｑ

）

5月 10日 4,454
自

ａ :止罰i求委員会 (8)

5月 16日 556
を

， 1 理 ,

6月 20日 4,454 止 i求ヨ
6月 26日 4,454

力
「 回

1月 27日 4,454
力
■ 計巨復 : 6)

9月 25日 4,454 i求 :

9月 27日 11,000
力
■ :員会③ (実態訓 D

10月 5日 556
を

，
ら
０

10月 25日 11,000
力
■に:

11月 1日 4,454 i求ヨ
11月 9日 556

11月 27日 11,000
カ

ロ :: 手回復 | 査 (

11月 28日 4,454 ヨ1 i求 :

12月 5日 556 ;5 ヨ】

12月 25日 113,666 消 : i者庁: 助事業 悪質雀 婁対応謝
12月 25日 22,000 GOLDMINE

1月 9日 11,000 t写

1月 15日 4,454

1月 23日 556 ａ
ｇ ヨ理事会

2月 19日 4,454

2月 28日 4,454 i求 :

3月 5日 556 第7回理事 1

3月 13日 33,000 ハ ]1 GOLDMINE)
3月 22日 4,454

3月 26日 4.454
豊
副 i求]

4月 18日 556
と

， 11)

5月 8日 4,454
力
■ 計回復ヨ (9)

5月 10日 4,454 :1 (8)

5月 16日 556 吾1 112 コ】

6月 26日 4,454
力
■ 旱回復ヨ

3月 29日 11,000 iJ ミ: :理ヨ NHK
1月 27日 4,454

力

■に1
ａ
ｕ

7月 4日 556
8月 10日 4,454 団

8月 29日 4,454

8月 29日 1,100,000 1大和 露面

8月 30日 4,454 求 :

8月 31日 4,454 Dr.Y弁護ロ
9月 5日 556

ヽ

ミ

9月 25日 4,454 i求蓄
9月 25日 4,454 Dr.Y:

9月 27日 11,000
力
■ 予回復 : :員会③ (実態調] Э

10月 5日 556
10月 12日 33,000 最検討アドバイザー謝金 (ワンリーリステッド)

10月 24日 4,454 Dr.Y」

10月 25日 11,000
力
■ 手回復 : :員会④(実態調] Э I

11月 1日 4,454 請求 :

11月 9日 556 ４

．

11月 27日 11,000 力

＝ 復 | :員会⑤ (実態調]

1月 27日 137,500 差止山

11月 28日 4,454 ‥

凸 i求ヨ

産 :詠:需閥
蕩澱ヨに膨瓢

晩髪iヨ曇瞬て

:1 □E

ヨ〕

E

里



‐
1

取引先の
氏名等

法人と
の関係

役務の
提供年月日

対価の額 役務提供の内容等
(※会議名のみ記載はその会議への出席謝金の意)

12月 5日 556 ｒ
Ｏ ヨI

12月 13日 4,454
≧

民 寸・1『案 :

Cコ ハ
川
==

l③

12月 25日 11,000 消 : [者庁
'

1月 9日 11,000
力
¶ )(実態調査④)

1月 15日 4,454

1月 23日 556 :6回理層
冒 △
千

=
1月 30日 8,140 山 : 日

2月 19日 4,454 l復 | :員会(
ハ
ワ

2月 28日 4,454 i求 | :員会(
ハ
ツ

3月 5日 556
色
ヨ ;7 ヨ]

3月 22日 4,454

3月 26日 4,454 差止罰:求委員会(

4月 18日 556 :{ 11

4月 20日 4,454 :2回 チーム (7)

5月 10日 4,454 18)

5月 16日 556 ;1 1121 )回 ]

5月 23日 4,454
僣

ョ
つ

こ

5月 31日 60,500 エーチームアカデミー弁護団会議差止訴訟上告審着手金

6月 16日 4,454 り
こ

7月 24日 4,454
と
”′

9月 5日 556
と

， 52回理詈

9月 7日 4,454
と
“フ

9月 25日 4,454

10月 5日 556 Ｑ

Ｕ

10月 16日 4,454 う
０

10月 31日 33,000 ;報 ′ イヾ (サカイクリニック)

11月 1日 4,454 差止罰
11月 9日 556

と
， ヨ4回理E

11月 15日 4,454 中 △

`L=:
議⑦

11月 27日 11,000 )(実態調査③)

11月 29日 4,454 Ｑ

Ｖ チー

12月 5日 556 :5 コ]

12月 18日 4,454

12月 25日 11,000

12月 25日 22,000
一ヨ
副 サカイク1 ニック)

1月 15日 4,454 差止言
1月 23日 556

を
， 彗6回理E 雪

“
aト

●:●ヽ

2月 13日 4,454 Ｑ

Ｖ チー

2月 28日 4,454 i求 : :員会G
ヽ

ノ

3月 5日 556 ,7 コ]

3月 12日 4,454 ｎ
Ｊ

3月 19日 11,000 3/12 金 (ZAIKO)
3月 26日 4,454 差止言
4月 18日 556 詈1

5月 8日 4,454 (9)

5月 16日 556 (12)

6月 26日 4,454 区 :員会(

1月 27日 4,454 言匝復 : :員会 | 16)

7月 4日 556 :1 コ]里E

7月 31日 4,454

8月 22日 4,454

8月 29日 4,454 :匝 復 : :員会(
ヽ

ノ

9月 12日 4,454

9月 22日 33,000 ′ イ )ルハ

10月 5日 556

'3回

理層r´a、
キヨ

=
10月 19日 4,454

10月 25日 11,000 復 : :員会( )(実態調査②)

11月 9日 556
ａ

， :4回理層

11月 20日 4,454 チー

11月 27日 11,000 F巨 復 : )(実態調査③ )

12月 5日 556 =▲キ
=

12月 20日 4,454

:求
委員会 (

謝:ま|=1

:求
委 員会 |

回[

,3. fチーム⊂

33 汁チームC
1求委 員会 (

回[

寸チ・―.ムG

:菌

ヨ回 :`言 ]巨ヨ
=E暮

ヨ

討チームG

i」 ユ|

i求委員会 (

計チームC
話置窯吾曇口

寸チーム (2〕

fチーム(3]

汁チームC

【ロ 計チームC



取引先の
氏名等

法人と
の関係

役務の
提供年月日

対価の額 役務提供の内容等
(※会議名のみ記載はその会議への出席謝金の意)

12月 25日 11,000 消 :贄罐 悪

1月 9日 11,000 皮i :調査④)

1月 23日 556 ａ
ｇ

2月 19日 4,454 ]匝

3月 5日 556 「
′

3月 11日 4,454

3月 19日 11,000 3/11

3月 22日 4.454

4月 18日 556 (11)

5月 16日 556 12)

7月 4日 556
9月 5日 556 ，

こ

10月 5日 556 ｎ
Ｊ

11月 9日 556 第4回理事会
12月 5日 556 Ｅ

「Ｖ

1月 23日 556 ａ
ｇ

2月 8日 4,454

2月 21日 4,454

3月 5日 556 「
′

4月 12日 4,000
≧

民 寸1『案選定会議 1 10

4月 18日 500 11

4月 26日 4,000
こ

， 1 ― ム 7

5月 16日 500
5月 17日 4,000 只̂ 11

6月 8日 4,000 ム 8)

6月 14日 4,000 二案選定会議(

6月 20日 4,000

7月 4日 500
●
ヨ

7月 12日 4,000 t討 ] 二案選定会議筵
7月 31日 4,000

8月 22日 4000
●

，

8月 23日 4,000 寸] ]案選定会議《
8月 30日 4,000 :1

9月 5日 500
9月 12日 4,000

9月 20日 4,000
彙
■ さ討電『案選定会議(

10月 5日 500
を

，
Ｑ

υ

10月 18日 4,000 :三十] 二案選定会議(
10月 19日 4,000

11月 20日 4,000

12月 13日 4,000
Ｌ

民 軍案選定会議(

12月 20日 4,000

1月 23日 500
色

ヨ

3月 5日 500
色

ヨ

3月 11日 4,000

3月 26日 4,000

4月 12日 4,000 寸層 10)

4月 18日 500
4月 20日 4,000 E, た討チーム(7

5月 8日 4,000
力
■

Ｏ

υ

5月 16日 500
と

， 1 理 `

5月 17日 4,000
彙

■
ノゝ

= (11

5月 23日 4,000 ヨ12 ミ討チーム(81

6月 14日 4,000 犀案選定会議(
6月 16日 4,000 52回
1月 27日 4,000

力

ｎ (6)

7月 4日 500 ;1 コヨ

7月 12日 4,000 検討召I案選定会議(
7月 28日 4,000 52回 チー

8月 23日 4,000
Ｌ

Ｒ 5案選定会議(
8月 29日 4,000

9月 4日 4,000

ヨヨЛ馬1護菱議i[i粥 :l

]□ 復委 員会⑥ l 目

さ(アルハ
°
力)

,「著

:|

コL

回L

[:FI`

『 |

i[:

:爾

コL

【ロ

:討チーム⊂
]回



取引先の

氏名等
法人と
の関係

役務の
提供年月日

対価の額 役務提供の内容等
(※会議名のみ記載はその会議への出席謝金の意)

9月 5日 500 E,

9月 20日 4,000

9月 27日 11,000 予回復委員会(

10月 5日 500 理

10月 11日 4,000

10月 18日 4,000 検
10月 25日 11,000 被 : 言匝復委員会( )( 実態調査②)

11月 9日 500 『4
11月 15日 4,000

12月 11日 4,000

12月 13日 4,000 ミ討E

12月 25日 44,000 消 i
ら
1

1月 23日 500
1月 24日 4,000

2月 6日 4,000

2月 19日 4,000 ヨ回復委員会(
2月 21日 4,000

3月 5日 500
3月 7日 4,000 :2回

3月 22日 4.000 [尋

4月 18日 500 (11)回
5月 8日 4,000 復委員会 (

Ｏ

υ

5月 10日 4,000 1求委員会 { 8

5月 16日 500 :{ 1121

6月 20日 4,000 ヨl卜 罰i求委員会(

6月 26日 4,000 被 :

1月 27日 4,000 に写 6)

7月 4日 500
8月 30日 4,000 差 1 i求委員会に
9月 25日 4,000 :1 i求委員会(
10月 5日 500 ;3 コ]

11月 1日 4,000 :止請求委員会(

11月 9日 500
12月 5日 500 Ｅ

０

1月 15日 4,000 差止訂i求委員会(

1月 23日 500 ａ
ｇ

2月 19日 4,000 復委員会G
2月 28日 4,000 :1 i求委員会嘔
3月 5日 500 ;7 コ]

3月 22日 4,000 被甲
3月 26日 4,000 i求委員会 (

4月 18日 500 詈( 11)

5月 10日 4,000
０
０

5月 16日 500 12)

7月 4日 500 91

8月 30日 4,000 i求委員会運
9月 5日 500

10月 5日 500
11月 9日 500

11月 28日 4,000 差止言
1月 15日 4,000 i求委員会(

1月 23日 500 理

2月 8日 4,000 報酉 罫査委員会(

2月 21日 4,000 11]‖ 11 F査委員会に
2月 28日 4,000 i求委員会⊂
3月 5日 500 3′

3月 26日 4.000 i求委員会 (

4月 18日 556 (11)

5月 16日 556 第 ( 12

7月 4日 556
10月 5日 556
12月 5日 556 第 5 ヨ:

F藤葛 訴ヨ

「Q 1桑≡鋼



取引先の 法人と 役務の
提供年月日

対価の額 役務提供の内容等
(※会議名のみ記載はその会議への出席謝金の意)

1月 23日 556 吾6

3月 5日 556
4月 18日 1.500 1111

7月 4日 1,500 詈1

9月 5日 1,500

10月 5日 1.500

11月 9日 1,500 ;4 コ]

12月 5日 1,500 :5 ヨ]

1月 23日 1,500 第6回理事会
3月 5日 1.500

4月 18日 500 11

5月 9日 1.500
■
¨
Ｅ 『塁

4月 18日 500 11)

5月 16日 500 ;1 1121

7月 4日 500 ;1 コI

9月 5日 500 つ

こ

10月 5日 500
1月 23日 500
3月 5日

4月 18日

500
500

第7回理事会
第 (11)回理事会

7月 4日 500 ;1 ヨ: 事会
10月 5日 500 Ｑ

Ｖ ヨI

11月 9日 500
12月 5日 500
1月 23日 500
3月 5日 500

4月 18日 500 (11)
5月 16日 500 ;( 12

7月 4日 500 『1 コI

9月 5日 500 第2E
10月 5日 500 Ｑ

Ｖ

11月 9日 500
12月 5日 500 Ｅ

Ｕ

1月 23日 500 Ａ

ｖ

3月 5日 500 ;7 ヨコ

4月 18日 500 ;{ 1111

5月 16日 500 :(121

7月 4日 500
9月 5日 500

10月 5日 500
12月 5日 500
1月 23日 500 :6 コI

3月 5日 500 ヨ7 コ]

4月 18日 556 ヨ1 11

5月 9日 1,670 監 E

5月 16日 556
7月 4日 556 =`ヘ千

==
9月 5日 556 彗2回理こ

10月 5日 556 :3回理] =′
ヽ

キ2ミ

11月 9日 556 ;4 ヨI

12月 5日 556 彗5

3月 5日 556
7月 4日 500 ,1回理 ] =`aト

'7=
9月 5日 500 ｎ

∠ コ]

10月 5日 500 第3回 ]

11月 9日 500 彗4回理層=“
●ト

':=ヽ

12月 5日 500 ;5 ヨ理塁電=Zゝ
'=

1月 23日 500 56 コI

3月 5日 500 57回理
4月 26日 4,454 51i

・チーム (7:

5月 17日 4,454
Ｌ

民 寸事 5 (11)
6月 8日 4,454 51: 'チーム (81

:|

:|

1



取引先の
氏名等

法人と
の関係

役務の
提供年月日

対価の額 役務提供の内容等
(※会議名のみ記載はその会議への出席謝金の意)

7月 24日 4,454 :3i

8月 10日 4,454 議①

8月 31日 4.454 l②

9月 7日 4,454
色
劇 :31 ム

9月 20日 4,454
ヨ

“=コ
ミ認l④

9月 25日 4,454
:´、|=

9月 29日 11,000 i』
―ステッチ)

10月 16日 4,454 :31

10月 24日 4,454 Dr.Y` 議④

11月 27日 137,500 』: 1県差止 i手金
11月 29日 4,454 ;3i

12月 18日 4,454 ,31

1月 30日 8,200 日 交通費
2月 13日 4,454

と
， 531 t討チーム(

2月 21日 4,454 ⑨
3月 12日 4.454 :31

4月 20日 4,454 第 2 17)

5月 23日 4,454 :2 ム 8

7月 12日 4,454 :②

8月 29日 2,200,000

9月 12日 4,454
色
コ詈1

9月 29日 11,000 iJ ノ Lス
丁

11月 20日 4,454 ,1:

12月 13日 4,454 l③

12月 25日 11.000 [者庁補 I := 自悪質勧誘事案対応謝
4月 20日 4,454

●
Ｊ

つ

こ 7)

5月 17日 4,454 |(11)

5月 23日 4,454 チーム (8)

6月 16日 4,454
●
ヨ

6月 16日 11,000 |り 1

'マ

インドシ
・
ャハ

°
ン)

8月 10日 4,454 Dr.Y.
:A
Iコミ 義①

8月 22日 4,454 ;11

8月 31日 4,454 Dr.Y

9月 25日 4,454 Dr.Y弁護団準1

10月 18日 4,454 男⑤
10月 24日 4,454 Dr.Y

11月 27日 137,500 山 F手金

12月 20日 4,454 ,1 貪討チーム(

2月 21日 4,454 事案選 ,
ゝ

ヽ ,⑨

3月 11日 4,454 『1

4月 26日 4,454 ,1

6月 8日 4,454 第1検討チーム (8)

7月 28日 4,454

9月 4日 4,454
を

，

10月 11日 4,454

12月 11日 4,454
告

コ

12月 25日 82,500 消 i i者庁補 1 l= 悪質勧誘事案対応謝
2月 6日 4,454

3月 7日 4,454 つ

こ

5月 8日 11,000 1回復委 員会 {

5月 8日 4,454 き1 i整理謝
`

21 |エッ4 ,ス )

6月 5日 4,454 エ ス ヒ : 対応謝金
6月 23日 4,454 エ ス ヒ :

6月 26日 4,454
力
■

ヒ嘔
【1『回復委

1月 27日 4,454 『回復委 言11

8月 2日 4,454 エ ヒ :

8月 29日 4,454 :覆

9月 19日 4,454 エックス 団
:会議①

9月 22日 33,000 初 ′ ソ
・―卜)

9月 27日 11,000 :: F回復委 | )(実態調査①)

10月 13日 4,454 エ ス 青会議②
10月 25日 11,000 11 )(実態調査②)

Dr.Y: :1団 E:ヨ |

Dr.Y: 1団墜ヨi

i渭::嘔王ヨ請

汁チーム (

|‖百ヨEl

;2回

論 点|

討チーム {

E:ヨ司ヨ

≡1議:題:露

７
′

応

ビ|

Ili'iliE;1 金

:「 :丁]



取引先の

氏名等
法人と
の関係

役務の
提供年月日

対価の額 役務提供の内容等
(※会議名のみ記載はその会議への出席謝金の意)

11月 20日 4,454 エックス :“●い
l= ③

11 27日 11,000 皮: )(実 1 :調査③)

12` 司4日 4,454 エ ス 団
L`△卜

=日
=]

l④

1月 9日 11,000 被 :

2月 19日 4,454 ;回復委員会C
3月 22日 4.454 景回復委員会(

6月 13日 55,000 1 くウジウム
Ｏ

υ ヨ27日 11,000 手回復委員会《
10` 16日 4,454 i会議②
10` 25日 11,000 嗜皮尋 )(実 1醸調査②)

11月 13日 4,454 団 会議③
11月 27日 11,000 手回復委員会(

12月 20日 4,454 ン ヨ準 ` i会議④
1月 9日 11,000 手回復委員会( )(実 :調査④)

1月 19日 4,454 ス
:.4ヽ
|= l⑤

ハ
∠ 目5日 4,454 ストエ l⑤

2J 19日 4,454 被 :

2月 27日 4,454 i会議:⑦
2月 29日 4,454 ス ネ弁護団準 ③
3月 13日 4,454 ス

3月 22日 4,454 旱回復委員会(

Ｑ

υ 28日 4.454 :△
|= |(m)

４

． 20日 4,454 つ

こ
「
′

5月 23日 4,454 2 チーム 8
6月 16日 4,454 回
6月 16日 11,000 書 i (rtv
7月 31日 4,454 :1:
６
０ ]22日 4.454
４

． 26日 4,454 彗1 艶討チーム (71
ａ
ｇ 8日 4,454 彗1 ム

6月 8日 22,000 壬者業務報酬
7月 24日 4,454 :3

8月 23日 4,454 事案選定会
9月 7日 4,454 第31

10` 16日 4,454

11` 29日 4,454 第3i

1月 24日 4,454

2月 13日 4,454 第3'

3月 12日 4,454

5月 8日 4,454 Ｏ

υ

5月 8日 11,000 :′ )
ａ
ｇ 26日 4,454
1月 27日 4,454 ａ

ｎｖ

8月 29日 4,454 拠: 手回復委員会C
8月 30日 2,200,000 功報酬
9月 21日 4,454

9月 22日 33,000 ′

9月 27日 11,000 被害 回復委員会( )(実 1 :調査①)

10` ]16日 4,454 ン ]準 `

10 25日 11,000 )(実 調査②)

11月 9日 556
11月 13日 4,454
11. 127日 11,000 )(実 | 調査③)

12` 20日 4,454 l準て1会議④
1月 9日 11,000 ,電

[■ 旱回復委員会C
1月 19日 4,454 ス 日1日ξ l⑤

９

こ 5日 4,454 ス ト i会急l⑥
，

』 19日 4,454
2月 27日 4,454
2月 29日 4,454 彗会 E③

Ｑ
Ｖ 5日 556

Ｑ

υ 13日 4,454 ス |(3)

ヨ回【

`:蔵

壇曇E

::善

臣 i瑠J固鋤

醤言瓢③
:二鷹_

ill険討チーム |

ヒ討チーム (

:31

:館 E:菫
:妻

覇i認

Fヨロ
ヨ回F「Eヨ l曇

=L璧妻棄:【
^コ

:

ヨ
=Ii頂

護7

i4

ヨi:署ヨ匪貿翔

さ議⑦



取引先の 法人と
の

役務の
提供年月日

対価の額 役務提供の内容等
(※会議名のみ記載はその会議への出席謝金の意)

3月 22日 4,454 Э
3月 28日 4.454 ストエJ ξ弁護団着目備会議C)
4月 12日 4,454 検討[『案選定会議(10)

4月 20日 4,454 彗2回 ム 7

5月 23日 4,454 第2回 ｎ
０

5月 30日 60,500 エーチームアカデミー弁護団会議差止訴訟上告審着手金

6月 16日 4,454

7月 28日 4,454 チー

9月 4日 4,454 52回 チー

9月 21日 4,454 1団準備会議①
10月 16日 4,454 腱団準備会議②
10月 18日 4,454 貪討]『案選定会 l⑤

10月 25日 11,000 被害巨復委員会 (Э(実態調査②)

11月 13日 4,454

12月 11日 4,454 第2回 i

12月 20日 4,454 1団準備会議④
1月 19日 4,454 ストエ E備会議⑤
2月 5日 4,454 ストエ

2月 6日 4,454 52回 i

2月 21日 4,454 検討詈『案選定会 l③

2月 27日 4,454 ストエJ

2月 29日 4,454 ストエJ

3月 7日 4,454

3月 13日 4,454 ス 三備会議⑨
3月 28日 4,454 ストエJ 弁ヽ護団塾目備会議①
5月 16日 556 12

8月 30日 4,454 ②

9月 25日 4,454 Э

10月 5日 556 第3巨

10月 26日 4,454 不動1

12月 18日 4,454 不動1 三賃貸借検 | 討チーム②
1月 15日 4,454 二l卜 罰

1月 23日 556 ●
０

1月 31日 4,454 不 寸チーム③
2月 19日 4,454 不動Л 寸チーム④
3月 5日 556 第7匡

3月 11日 4,454 不動1

3月 19日 11,000 3/11 翡金|(ア…ハ
°
ネスト)

4月 27日 4,454 ―ム (1)

5月 8日 4,454
Ｏ

ｖ

5月 8日 11,000 :屋住宅)

5月 25日 4,454 建築 | [討チーム 12)

6月 26日 4,454

1月 27日 4,454
ａ
ｇ

8月 8日 4,454 三宅 情報 | 是供資料説明対応謝金
8月 29日 4,454

9月 27日 11,000

9月 29日 11,000 ζtti .フ
)

10月 25日 11,000

11月 2日 4,454 建 築

11月 27日 11,000

11月 30日 4,454 建築冒 チ ー

1月 9日 11,000

1月 23日 4,454 チ ー

2月 13日 4,454 Э
2月 19日 4,454

3月 18日 4,454 建築 i Э

3月 19日 11,000 2/13 i点整理 1金 (アイダ設計②)

3月 22日 4,454

4月 19日 4,454

5月 8日 4,454 被 害 l復委員総
5月 8日 11,000 書面 |

'ェ

クサ)

:「]ト I曇了」

F―ム

:2回

;2回

:」キ|

「ランデーイ:弁

「弁言 ヨi議会言:X0

:]団厖

蟄議⑦

E署 11至

≡警百:

[華嘉

轟讐■
=

i点 | 理コ

ヨ曇lFギ

斤記 ll 金:((

璽義 :

ヨ署:発
Eヨ栞:目雪F讐ヨ〔羽

J書1覧

FEヨ :亀

1昌

`

:|



取引先の 法人と
の

役務の
提供年月日

対価の額 役務提供の内容等
(※会議名のみ記載はその会議への出席謝金の意)

5月 16日 556 第 (12)回理事1

5月 23日 4,454 ェクサ
6月 21日 4,454 エ

6月 26日 4,454

6月 29日 4,454 ジェクサ弁護E 議会議
1月 27日 4,454 被害回復委員1 さ{ 16)

7月 4日 556
7月 14日 110,000 エ 音手金
8月 29日 4,454 被害回復委員

`9月 27日 11,000 讚調査①)

11月 27日 11,000 i調査③)

1月 9日 11,000 長調査④)

2月 19日 4,454 被害回復委員
`3月 5日 556

3月 22日 4.454 被害回復委員
`4月 20日 4,454 ７

′

5月 23日 4,454 ′
二ヽ 8

5月 31日 60,500 エーチームア
8月 22日 4,454 1 チー

8月 23日 4,454

9月 12日 4,454

9月 20日 4,454 検討事案選定1

9月 29日 11,000 論点整理謝金 (
「・ストリーム)

10月 19日 4,454 1

10月 19日 11,000

11月 20日 4,454

11月 30日 11,000 ストリーム)

12月 20日 4,454

12月 25日 11 1000
消費者庁補助事業 悪質勧誘事案対応謝
金   ワンリーリステッド

1月 15日 4,454 差止請求委員

`1月 24日 4,454

3月 11日 4,454
4月 12日 4,000 10
4月 20日 4,000 2 ム (7)

5月 17日 4,000 検討事案選定」 |(11)

5月 23日 4,000 18)

6月 16日 4,000
7月 12日 4,000

7月 24日 4,000 第3検討チーム(

8月 23日 4,000

9月 7日 4,000 第3検討チーム(
9月 20日 4,000 食討事案選定1

10月 16日 4,000 第3検討チーム(

10月 18日 4,000

10月 26日 4,000 不

11月 15日 4,000 貪討事案選定劣
11月 29日 4,000 ;3検討チーム(

12月 18日 4,000
12月 18日 4,000 第3検討チーム(

1月 24日 4,000 貪討事案選定
`1月 31日 41000 :言

2月 13日 4,000 彗3検討チーム(

2月 19日 4,000 不動産賃貸借お
2月 21日 4.000
3月 11日 4,000

3月 12日 4.000 :3検討チームC
4月 26日 4,454 詈1検討チーム {

７

′

5月 8日 4,454 Ｑ

）

5月 8日 11,000 ヘ

6月 8日 4,454 1 ム

1月 27日 4,454 皮害回復委員

`

コ
Ｊ

.△

=

「
羽

[「蘇ヨロ[「菫|ヨ降
=

)| 実 |

Ｎ
「

1虔局涯≡1課斐装平

:画素[肇:ヨ性ヨ躊署

離 |[≡轟斯言≡

困國|「誦⊆百三
==雷

陰



取引先の
氏名等

法人と
の関係

役務の
提供年月日

対価の額 役務提供の内容等
(※会議名のみ記載はその会議への出席謝金の意)

7月 28日 4,454 :2 コ検討チーム①
8月 23日 4,454

9月 4日 4,454

9月 19日 4,454 エックス
10月 11日 4,454

10月 13日 4,454 エ ス

11月 20日 4,454 エ ス

12月 4日 4,454 エ ス

12月 11日 4,454

12月 13日 4,454

12月 25日 11,000
消費者庁補助事業 悪質勧誘事案対応謝
金    サカイクリニック

2月 6日 4,454 ｎ
∠ 検討チーム⑤

3月 7日 4,454 つ

こ コ検討チーム⑥
3月 26日 4,454

7月 24日 4,000 第31 亀討チーム①
9月 12日 4,000 第31 貪討チーム②

10月 16日 4,000 531 貪討チーム③
11月 29日 4,000 詈31 貪討チーム④
12月 18日 4,000 53'貪討チーム⑤
2月 13日 4,000 ;3 貪討チーム⑥
3月 12日 4,000 ;3 貪討チーム⑦
7月 31日 4,000 51 貪討チーム①
8月 22日 4,000

9月 12日 4,000 彗1 食討チーム③
10月 19日 4,000 彗1 貪討チーム④
11月 20日 4,000 彗1,貪討チーム⑤
12月 20日 4,000 第 1 t討チーム⑥
3月 11日 4,000 第 1: た討チーム⑦
4月 20日 4,454 第 2 ヨ検討チーム (7)

5月 23日 4,454 第2回検討チーム (8)

5月 31日 181,500 エーチームアカ7

6月 14日 4,454

6月 16日 4,454 つ
‘

7月 31日 4,454 1

8月 22日 4,454 第 11 i討チーム②
9月 12日 4,454 第 11 :討チーム③

10月 19日 4,454 第 11 t討チーム④
11月 15日 4,454

12月 25日 63,250
消費者庁補助事業 悪質勧誘事案対応謝
金    GOLDMINE

3月 11日 4,454 ,1 貪討チーム⑦
3月 19日 11.000 11

4月 26日 4,454 第 1 貪討チーム (7)

5月 23日 4,454 エ

6月 8日 4,454 第1検討チーム (8)

6月 14日 4,454

6月 21日 4,454 エ 団

6月 29日 4,454 クサ

7月 12日 4,454
.事案選定会議②

7月 14日 220,000 エ

7月 24日 4,454 第3: 鐘討チーム①
10月 26日 4,454 不 : l産賃貸借検討チーム①
11月 29日 4,454 第3i ミ討チーム④
12月 13日 4,454 '事案選定会議③
12月 18日 4,454

12月 18日 4,454 第31 :討チーム⑤

12月 25日 77,000
消費者庁補助事業
情報受付サイト改修対応謝金

1月 31日 4,454 ム

2月 13日 4,454 第31 貪討チーム⑥
2月 19日 4,454 不 冒力産賃貸借検討チーム④

:選ヨ [≡課斐纂i子裏 :

コ検討チーム(

関 調

:着手金

i子爵

不冒

不 : 歴冨[百:IFヨ子1華



取引先の 法人と 役務の
提供年月日

対価の額 役務提供の内容等
(※会議名のみ記載はその会議への出席謝金の意)

3月 11日 4,454 不 ム

3月 12日 4,454 3

3月 19日 11,000 |―力
°
ルスムース

・
)

3月 19日 11,000 2/19書面起案謝1

4月 12日 4,454 検討事案選定会議 1110)

4月 26日 4,454 ７

′

5月 8日 4,454 被害回復委員会 (91

6月 8日 4,454 1 ム

6月 8日 11,000 メニー

6月 26日 4,454

6月 26日 11,000 力 )

7月 24日 4,454

8月 29日 4,454

8月 30日 2,200,000 順天堂被害回復訴 :功報酬
9月 7日 4,454

9月 27日 11,000

10月 16日 4,454 チー

10月 18日 4,454 検討事案選定会議(
11月 27日 11,000

11月 28日 4,454

11月 29日 4,454

11月 30日 22,000 論点整理謝金 (やま(ヒ)

11月 30日 22,000 書面起案謝金 (やま(

レ

¨

12月 18日 4,454

12月 25日 76,082
消費者庁補助事業 悪質勧誘事案対応謝
金   やまと

12月 25日 41,250
消費者庁補助事業
情報受付サイト改修対応謝金

1月 9日 11,000

2月 13日 4,454

2月 19日 4,454

3月 12日 4,454 チー

3月 19日 11,000 12/18論点整理謝
`

ヘ ツ ―ス

3月 19日 11,000 2/13 (ヘ ツツフアースト
3月 22日 4,454

3月 27日 4.454 検討事案選定会議(

5月 8日 4,454 被害回復委員会 (91

6月 26日 4,454
1月 27日 4,454 ａ

Ｕ

7月 28日 4,454
8月 10日 4,454 Dr.Y弁護団準備会ヨ
8月 29日 4,454

8月 31日 4,454 Dr.Y弁護団準備会
9月 4日 4,454 第2回検討チームC

9月 20日 4,454 検討事案選定会議(
9月 21日 4,454 ―タ
9月 25日 4,454 Dr.Y弁護団準備会認
9月 27日 11,000 ヨ1 :調査①)

10月 11日 4,454
10月 16日 4,454 グランデータ弁護団2 請会議②
10月 24日 4,454 Dr.Y弁護団準備会
10月 25日 11,000 ヨ1 :調査② )

11月 13日 アランデータ弁護団2 青会議③
11月 27日 11,000 皮害回復委員会⑤ (E :調査③)

10月 11日 11,000 i点整理謝金 (アニメ4

12月 11日 4,454 2 チー

12月 20日 4,454 ガランデータ弁護団2 言会議④
1月 9日 11,000 皮害回復委員会⑥ (5 :調査④)

1月 19日 4,454 ス l⑤

1月 24日 4,454
1月 27日 137,500 山梨県差止訴訟着尋
1月 30日 5,080 山梨差止期日① 交i

1/30 論点整理謝」

察調査① )

:顧E:訂司雁覆コ
「

ll::::【〔:〕】: 調査④)

藍ヨ」

`葺

憂曇
=塞

〔図

エヽネ弁護団準備 1



取引先の 法人と
の

役務の
提供年月日

対価の額 役務提供の内容等
(※会議名のみ記載はその会議への出席謝金の意)

2月 19日 4,454 :害回復委員会⑦
2月 27日 4,454 ス ト

2月 29日 4,454 Ｉ
Ｐ

3月 7日 4,454
■
ヨ彗2回検討チーム⑥

3月 13日 4,454

3月 22日 4,454

3月 28日 4,454 ス

ストエネ弁護団準備会議⑨
Eヨ回【調Eヨに督票【〕




